
（別記） 

令和６年度沖縄県水田収益力強化ビジョン 

 

１ 地域の作物作付の現状、地域が抱える課題  

  沖縄県の水稲栽培は、亜熱帯気候という暖かい気象条件を活かして二期作を行ってい

る。しかし、二期作目は台風や干ばつといった気象リスクが大きいことから、台風や

干ばつに強く栽培しやすい等の理由によりさとうきびへの転作が進められてきたこと

等により、水稲の作付面積は減少している。 

  沖縄本島中北部の水田地帯では、田芋が地元食材としての需要が強く、安定して栽培

されている。その他の水田地帯では、い草や花き類などが地域の振興作物として栽培

されている。一方、生産者の高齢化や担い手不足に悩まされており、各施策と連携し

た担い手の育成・確保が急務となっている。 

 

２ 高収益作物の導入や転換作物等の付加価値の向上等による収益力 
強化に向けた産地としての取組方針・目標 

 主食用米については、高齢化が進んでいることに加え、本県の気候特性や台風の常襲地

帯であることから単収が低い。このことから、収益力を強化するため高収益作物への転作

を支援する必要がある。 

 地域の需要に応じた作物選択を行い適地適作の推進を図るとともに、高収益作物への転

換を維持するよう産地交付金を活用して支援する。また、加工用米について、県内の地場

産業と連携し泡盛原料用米とすることで、海外輸出に向けた取組を行う。 

 高収益作物等について、令和６年度は取組面積 24.47ha、販売額 135,068 千円を目標と

する。 

生産・流通コスト低減に向けた農地の集約化等について、市町村等と検討を進める。 

 

３ 畑地化を含めた水田の有効利用に向けた産地としての取組方針・目標  

 水田として活用することが困難であることや水稲の作付が見込めない水田については、

高収益作物の転換に誘導し、畑地化についても更なる周知を図り進めていく。 

 水田の利用状況の点検については、各市町村において水田台帳を整理していることや農

家の営農計画で作付意向や現場確認を行うなど点検を行っている。県は、各市町村からの

点検結果を聞き取り、水稲の作付が見込めない水田について地域の状況を勘案し、畑地化

支援を活用するよう促す。 

 本県の水田は、面積が小さく点在していることから、ブロックローテーションや集落営

農が困難な状況にある。 

 

４ 作物ごとの取組方針等  

（１）主食用米 

  沖縄県の一期作の米は、他県よりも収穫が早いため、早場米としての需要が高い。そ

のため、一期作は確実に作付を行い、栽培面積を確保していく。さらに、低温障害、

病害虫対策、その他の栽培技術の向上に努め、単収向上を目指す。 

  主食用米の作付面積は減少傾向にあるが、近年と同程度の作付面積を維持しつつ、単

収の向上により生産量を確保することを目標とする。 

令和６年産については、全国の需給バランスに配慮しつつ、平成 29 年産までの本県

のシェアと生産実績を基に、生産数量目標に代わる県独自の生産目安を算定した（目安



面積 797ha）。 

また、担い手の育成・確保が課題となっていることから、認定農業者や「人・農地プ

ラン」に位置づけられた中心経営対等、担い手への農作業の受委託や土地利用集積を推

進するとともに、一定の経営規模を有する生産者に対しては、ナラシ対策への円滑な移

行を図る観点からも、認定農業者への誘導を図る。 

 

（２）備蓄米 

  現在、県内の水田での栽培や備蓄の取扱実績は無い。 

 

（３）非主食用米 

 

  ア 飼料用米 

  取組に向け令和３年度から産地交付金の使途で「水田高度利用助成」を設け支援

している。令和５年産に 3.17ha の取組が行われ、令和６年産は 3.00ha の取組を目標

としている。多収品種を利用する際には、ほ場や乾燥調整施設において、主食用米へ

のコンタミ防止対策が必要であることや、飼料としての品質向上の課題があることか

ら、まだ試行錯誤を重ねている。畜産農家や関係機関と十分調整を行った上で、需要

に応じた生産に取り組む。 

 

  イ 米粉用米 

   取組に向け令和３年度から産地交付金の使途で「水田高度利用助成」を設け支援し

ている。令和５年産に 1.81ha の取組が行われ、令和６年産は 1.50ha の取組を目標と

している。取組の際は関係機関と十分調整を行った上で、需要に応じた生産に取り組

む。 

 

  ウ 新市場開拓用米 

   現在県内での栽培は無い。取組が行われる場合には、関係機関と十分調整を行った

上で、需要に応じた生産に取り組む。 

 

  エ WCS 用稲 

   取組に向け令和３年度から産地交付金の使途で「水田高度利用助成」を設け支援し

ている。令和５年産に 21.45ha の取組が行われ、令和６年産は 25.3ha の取組増加を

目標としている。多収品種を利用する際には、ほ場において、主食用米へのコンタミ

防止対策が必要であることや、飼料としての品質向上の課題があることから、関係機

関と意見交換を重ねている。引き続き、畜産農家や関係機関と十分調整を行った上

で、需要に応じた生産に取り組む。 

 

  オ 加工用米 

   令和元年度から、県内での栽培が行われている。県内泡盛製造業者等から、原料米

供給の強い要望があるため、農家、需要者、関係機関と十分調整を行い、水稲二期

作において、需要に応じた生産に取り組む。令和６年産は 56.8ha（生産量 100t）を

目標とする。 

 

（４）麦、大豆、飼料作物 

  麦、大豆に関しては、現在県内の水田での栽培は無い。飼料作物は、県内での栽培実

績は少ないが、取組の際には、需要に応じた作付を行う。 

 

 



（５）そば、なたね 

  現在、県内の水田での栽培は無い。 

 

（６）地力増進作物 

  現在、県内の水田での栽培は無いが、取組の際には、地域と調整のうえ実施する。 

   

（７）高収益作物 

  主食用米から、より収益性の高い他の品目への誘導のため、干ばつや台風被害のリス

クを回避しつつ、地域振興作物（野菜等の高収益作物やその他の作物）の作付に対し

支援を行う。 

  二期作については、干ばつや台風被害の懸念から作付しない水田があるが、米の二期

作に代わる品目の選定を関係機関の意見交換し検討する。 

 

５ 作物ごとの作付予定面積等 ～ ８ 産地交付金の活用方法の明細  

別紙のとおり 
 



別紙

５　作物ごとの作付予定面積等
（単位：ha）

うち
二毛作

うち
二毛作

うち
二毛作

579 0 797 0 797 0

0 0 0 0 0 0

3.17 0 3.00 0 3.00 0

1.81 0 1.50 0 1.50 0

0 0 0 0 0 0

21.45 0 25.30 0 35.30 0

29.30 0 56.80 0 56.80 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

・子実用とうもろこし 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

24.45 0 24.47 0 24.47 0

・野菜 0 0 0 0 0 0

・花き・花木 5.09 0 5.11 0 5.11 0

・果樹 0 0 0 0 0 0

・その他の高収益作物 19.36 0 19.36 0 19.36 0

0 0 0 0 0 0

－ 0 0 0 0 0 0

0 0 1.25 0 1.25 0

高収益作物

その他

畑地化

そば

作物等

主食用米

備蓄米

飼料用米

米粉用米

新市場開拓用米

WCS用稲

加工用米

麦

大豆

飼料作物

前年度作付面積等
当年度の

作付予定面積等
令和８年度の
作付目標面積等

なたね

地力増進作物



６　課題解決に向けた取組及び目標

前年度（実績）
（2023年度）

目標値
（2024年度）

取組面積（ha） 24.45 24.47

販売額（千円） 162,730 135,068

取組面積（ha） 26.43 29.80

販売額（千円） 2,942 3,801

取組面積（ha） 29.30 56.80

単収１期（kg/10a） － 370

単収２期（kg/10a） 399 176

取組面積（ha） 29.30 56.80

泡盛原料用米の

販売量（t）

取組面積（ha） 1.75 2.94

直接契約の

販売量（t）

※　必要に応じて、面積に加え、取組によって得られるコスト低減効果等についても目標設定してください。
※　目標期間は３年以内としてください。

4

5

使途名 目標

3

整理
番号

対象作物

2

1 高収益作物

WCS用稲、飼料用米、
米粉用米

加工用米

加工用米

加工用米

高収益作物への転作
助成

水田高度利用助成

加工用米作付助成

加工用米県内供給加
算助成

加工用米直接契約加
算助成

100117.0

5.87 8.62



７　産地交付金の活用方法の概要

都道府県名：沖縄県

1 高収益作物への転作助成 1 8,000
別紙「助成対象作物一覧」に定める「高収益作物」
（田芋を除く）

作付面積に応じて助成

1 高収益作物への転作助成（田芋） 1 10,000 別紙「助成対象作物一覧」に定める「高収益作物」 作付面積に応じて助成

2 水田高度利用助成 1 10,000 WCS用稲、飼料用米、米粉用米 作付面積に応じて助成

3 加工用米作付助成 1 25,000 加工用米 作付面積に応じて助成

4 加工用米県内供給加算助成 1 9,200 加工用米
泡盛原料用等として生産・県内販売した場合に作付面積に
応じて助成

5 加工用米直接契約加算助成 1 14,200 加工用米
直接生産者と直接実需者間の直接の契約による生産・販
売した場合に作付面積に応じて助成

対象作物
※３

取組要件等
※４

整
理
番
号

使途
※１

作
期
等
※２

単価
（円/10a）

※１　二毛作及び耕畜連携を対象とする使途は、他の設定と分けて記入し、二毛作の場合は使途の名称に「○○○（二毛作）」、耕畜連携の場合は使途の名称に「○○○（耕畜連携）」と記入してくださ
い。
　　　ただし、二毛作及び耕畜連携の支援の範囲は任意に設定することができるものとします。
　　　　なお、耕畜連携で二毛作も対象とする場合は、他の設定と分けて記入し、使途の名称に「○○○（耕畜連携・二毛作）」と記入してください。
※２　「作期等」は、基幹作を対象とする使途は「１」、二毛作を対象とする使途は「２」、耕畜連携で基幹作を対象とする使途は「３」、耕畜連携で二毛作を対象とする使途は「４」と記入してください。
※３　産地交付金の活用方法の明細（個票）の対象作物を記載して下さい。対象作物が複数ある場合には別紙を付すことも可能です。
※４　産地交付金の活用方法の明細（個票）の具体的要件のうち取組要件等を記載してください。取組要件が複数ある場合には、代表的な取組のみの記載でも構いません。



１．都道府県名

２．活用予定額の総括表

（単位：円）

当初配分
(A)

追加配分
(B)

25,172,000 25,172,000 25,167,880

25,172,000 25,172,000 25,167,880

（注）追加配分が未定の段階にあっては、該当箇所を空欄により作成することとします。

（参考）国からの配分枠

当初配分
(A)

追加配分
(B)

25,172,000 25,172,000

沖縄県

協議会等名

配分枠（A+B）

活用予定額

８　産地交付金の活用方法の明細

配分枠（A+B）

国からの配分枠

沖縄県（①）

地域農業再生協議会合計（②）

合計（①＋②）



３．活用方法

配分枠

25,172,000 円

麦 大豆 飼料作物 米粉用米 飼料用米 WCS用稲 加工用米

新市場開拓用米
そば なたね 地力増進作物

野菜 花き・花木 果樹
その他の
高収益作

物

その他

1 高収益作物への転作助成 1 8,000 511 511 408,800

1  高収益作物への転作助成（田芋） 1 10,000 1,936 1,936 1,936,000

2 水田高度利用助成 1 10,000 150 300 2,530 2,980 2,980,000

3 加工用米作付助成 1 25,000 5,680 5,680 14,200,000

4  加工用米県内供給加算助成 1 9,200 5,680 5,680 5,225,600

5 加工用米直接契約加算助成 1 14,200 294 294 417,480

実面積 150 300 2,530 5,974 511 1,936 0 11,401

実面積

※６

25,167,880合計（二毛作）※４

合計（基幹）※４

※１　二毛作及び耕畜連携を対象とする使途は、他の設定と分けて記入し、二毛作の場合は使途の名称に「○○○（二毛作）」、耕畜連携の場合は使途の名称に「○○○（耕畜連携）」と記入してください。
　　　ただし、二毛作及び耕畜連携の支援の範囲は任意に設定することができるものとします。
　　　　なお、耕畜連携で二毛作も対象とする場合は、他の設定と分けて記入し、使途の名称に「○○○（耕畜連携・二毛作）」と記入してください。
※２　「作期等」は、基幹作を対象とする使途は「１」、二毛作を対象とする使途は「２」、耕畜連携で基幹作を対象とする使途は「３」、耕畜連携で二毛作を対象とする使途は「４」と記入してください。
※３　「面積」は、当初配分により支援を行う使途について記入し、追加配分により支援を行う使途については、追加配分額が未定の段階にあっては空欄としてください。
※４　「合計（基幹）の実面積」は、基幹作を対象とした設定の実面積を記入し、「合計（二毛作）の実面積」は、二毛作を対象とした設定の実面積を記入してください。
　　　また、「合計②」欄は、基幹作、二毛作それぞれの実面積の合計を記入してください。
※５　②の合計は、各使途の合計面積を記入してください。
※６　所要額欄の二重枠には、所要額の合計を記入してください。
（注）使途ごとに「産地交付金の活用方法の明細（個票）」を添付してください。

所要額
①×②
（円）

合計
②
※５

整
理
番
号

戦略作物 高収益作物
使途

※１

単価①
（円/10a）

作
期
等
※２

面　積　（ａ単位）※３



４．追加配分等を受けた場合の調整方法

５．所要額が配分枠を超過した場合の調整方法

6．高収益作物について

注１ 産地交付金で支援する作物のうち、高収益作物に該当する作物名（野菜、花き・花木、果樹除く）を記載してください。
注２ 収益性のわかるデータを添付してください。

整理番号「５」、「４」、「１」の取組の順に、上限単価まで引き上げて充当する。

※上限単価までの引き上げは、１００円刻みとする。

次の順に調整する。

①　整理番号「３」、「４」、「２」、「５」、「１」の順に充当する。
②　整理番号「５」、「４」、「１」の順に、上限単価まで引き上げ充当する。

※上限単価までの引き上げは、１００円刻みとする。

田芋、い草



協議会名 1

使途名

対象作物 高収益作物

単　　価

課　　題

内　　容

具体的要件

取組の
確認方法

備考

　※　課題や目標の数値については、必要に応じて参考となるデータを添付してください。

　 災害などにより確認が困難となった場合の取り扱いについては、経営所得安定対策等実施要綱Ⅳ第２の１の（９）の④に準
ずる。 支援年限は設定していない。

　※　目標が複数ある場合は、欄を追加して全ての目標について記載してください。

　※　令和６年度から新規に設定した目標については、令和５年度の目標の記載は不要です。

　対象水田において、高収益作物を生産・販売した農業者等に作付面積に応じ助成。

1　対象者
・対象水田において高収益作物を生産し、販売した農業者等。（経営所得安定対策等実施要綱Ⅳ第２の１の（３）参照）

２　対象水田
・経営所得安定対策等実施要綱別紙１に準ずる。
・当年度内に同一の農地で１種類以上の対象作物を複数回作付けした場合は、実面積（１回作分）を対象とする。
・当年度内に１期作、２期作共に主食用米を作付けした場合は対象外とする。

３　対象作物
・実需者等へ出荷・販売を行う高収益作物。
  （対象となる具体的な作物名は別紙「助成対象作物一覧」の地域振興作物のうち野菜、果樹、花き・花木の区分及び工芸作
物区分の田芋・い草とし、それ以外についても主食用米と比べて収益の高い作物であることを証明できるもの）

４　その他
・通常の収穫を挙げるに十分な栽培状態であること。
・病害虫の防除や雑草の防除、通常の肥培管理が行われること。
・果樹及び観葉鉢物については、新植後３年目までのものを対象とする。

１．対象者
・営農計画又は交付申請書。必要に応じて出荷契約書、販売伝票、共済細目書、作業日誌等の生産、出荷、販売、収穫を行
なったことの分かる書類

２　対象農地
・農地台帳、農地基本台帳、共済細目書、聞き取り調査、現地調査により確認する。聞き取りの調査対象者は、耕作者とす
る。また、聞き取りの内容は記録して保存する。
・作付面積については、栽培期間中に現地確認し、面積は水田台帳や土地登記簿等公的資料との照合および実測などで確
認。

・確認日については収穫時期に随時実施する。

３　対象作物
・現地確認。必要に応じて出荷契約書、販売伝票、共済細目書、作業日誌等の生産、出荷、販売、収穫を行ったことの分かる
書類。

４　その他
・現地確認。

成果等の
確認方法

令和７年度まで、県協議会が年度末に市町村に対して実施する「水田収益力強化ビジョン基礎調査」の結果に基づき検証す
る。
面積統計データによる検証も可とする。

販売額(千円)
目標 141,737 135,068 135,068 135,068

実績 162,730

産地交付金の活用方法の明細（個票）

沖縄県 整理番号

高収益作物への転作助成

助成対象面積10aにつき 8,000円、（上限：10,000円/10a）
　　　　　　　　（田芋10,000円/10a）

　 主食用米については、高齢化が進んでいることに加え、本県の気候や台風の常襲地帯であることから単収が低く
収益性が低い。収益性を高めるために、主食用水稲から高収益作物への転作が重要である。

24.47 24.47

実績 24.45

目　　標

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

取組面積(ha)
目標 26.79 24.47



協議会名 2

使途名

対象作物 WCS用稲、飼料用米、米粉用米

単　　価

課　　題

内　　容

具体的要件

取組の
確認方法

備考

　※　課題や目標の数値については、必要に応じて参考となるデータを添付してください。

　 災害などにより確認が困難となった場合の取り扱いについては、経営所得安定対策等実施要綱Ⅳ第２の１の（９）の④に準
ずる。支援年限は設定していない。

　※　目標が複数ある場合は、欄を追加して全ての目標について記載してください。

　※　令和６年度から新規に設定した目標については、令和５年度の目標の記載は不要です。

目標 20.0 29.8

   当年度内に、助成対象水田において、対象作物の作付をした面積に応じ助成。（基幹作のみ対象）

１　対象者
・対象水田において対象作物を作付をした農業者等。（経営所得安定対策等実施要綱Ⅳ第２の１の（３）参照）

２　対象水田
・経営所得安定対策等実施要綱別紙１に準ずる。
・当年度内に同一の農地で１種類以上の対象作物を複数回作付けした場合は、実面積（１回作分）を対象とする。
・当年度内に１期作、２期作共に主食用米を作付けした場合は対象外とする。

３　対象作物
・実需者等へ出荷・販売を行う、WCS用稲、飼料用米、米粉用米。

４　その他
・通常の収穫を挙げるに十分な栽培状態であること。
・病害虫の防除や雑草の防除、通常の肥培管理が行われること。

１　対象者
・営農計画又は交付申請書。必要に応じて出荷契約書、販売伝票、共済細目書、作業日誌等の生産、出荷、販売、
収穫を行なったことの分かる書類。

２　対象水田
・水田台帳、農地基本台帳、共済細目書、聞き取り調査、現地調査により確認する。聞き取りの調査対象者は、耕作
者とする。また、聞き取りの内容は記録して保存する。
・作付面積については、栽培期間中に現地確認し、面積は水田台帳や土地登記簿等公的資料との照合および実測
などで確認。
・確認日については収穫時期に随時実施する。

３　対象作物
・現地確認。必要に応じて出荷契約書、販売伝票、共済細目書、作業日誌等の生産、出荷、販売、収穫を行ったこと
の分かる書類。

４　その他
・現地確認。

成果等の
確認方法

令和７年度まで、県協議会が年度末に市町村に対して実施する「水田収益力強化ビジョン基礎調査」の結果に基づき検証す
る。
面積統計データによる検証も可とする。

販売額(千円)
目標 9,080 5,076

実績 2,942

産地交付金の活用方法の明細（個票）

沖縄県 整理番号

水田高度利用助成

助成対象面積10ａにつき、10,000円

　 主食用米については、高齢化が進んでいることに加え、本県の気候や台風の常襲地帯であることから単収が低く
収益性が低い。水稲作を維持するために水田の高度利用の推進が重要である。

34.3 39.8

実績 26.43

令和８年度

目　　標

令和５年度 令和６年度 令和７年度

取組面積(ha)

3,801 4,375
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助成対象作物一覧　　　　　　

区分 種類

野菜
クレソン、キュウリ、さやいんげん、ゴーヤー、レタス、スイートコーン、ばれいしょ、さとい
も、オクラ、かぼちゃ、とうがん、すいか、メロン、ニンジン、ピーマン、島らっきょう、トマト、タ
マネギ

果樹
マンゴー、パパイヤ、中晩柑類（タンカン、天草、南香）、パッションフルーツ、シークヮー
サー、パインアップル（生食用）、アセローラ、びわ、アテモヤ、スターフルーツ、ドラゴンフ
ルーツ、温州みかん

花き・花木
オクラレルカ、い草（トクサ、フトイ等）、輪ぎく、小ぎく、スプレーギク、洋ラン、トルコギキョ
ウ、ストレリチア、ヘリコニア、レッドジンジャー、ソリダコ、アレカヤシ、ドラセナ類（切葉）、
モンステラ、木本性観葉鉢物（ドラセナ類、パキラ、ベンジャミナ等）

工芸作物 さとうきび、田芋、かんしょ、い草、薬用作物類（アロエ類、ウコン類、ボタンボウフウ等）

地域振興作物

戦略作物

麦（小麦、二条大麦、六条大麦、はだか麦）、大豆、飼料作物、米粉用米、飼料用米、ＷＣＳ用稲、加工用
米

合計　　７品目

合計　５０　品目

経営所得安定対策の対象となる畑作物

麦（小麦、二条大麦、六条大麦、はだか麦）、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、なたね

合計　　６品目

※高収益作物：　地域振興作物のうち「野菜」、「果樹」、「花卉・花木」及び「工芸作物内では田芋・い草」
とする。それ以外については主食用米と比べ収益が高い作物であると証明できるものとする。



 

別添 

 

沖縄県農業再生協議会 会員 

団体名 役 職 

沖縄県農林水産部 農業振興統括監 

一般社団法人沖縄県農業会議 

（沖縄県農業委員会ネットワーク機構） 

事務局長 

沖縄県土地改良事業団体連合会 総務部長 

沖縄県農業協同組合中央会 農政営農部長 

沖縄県米穀卸売業者連絡会 代表理事 

沖縄県農業協同組合 営農販売部長 

沖縄県担い手育成総合支援協議会 事務局 

沖縄県耕作放棄地対策協議会 幹事長 

沖縄県農業共済組合 常務理事 

公益社団法人沖縄県農業振興公社 

（沖縄県農地中間管理機構） 

事務局 

 

 

 

沖縄県農業再生協議会「水田・米検討部会」【部会長：沖縄県糖業農産課長】 

 

沖縄県 

沖縄県農業会議 

沖縄県土地改良事業団体連合会 

沖縄県農業協同組合中央会 

沖縄県米穀卸売業者連絡会 

沖縄県農業協同組合 

沖縄県担い手育成総合支援協議会 

沖縄県耕作放棄地対策協議会 

沖縄県農業共済組合 

沖縄県農業振興公社 

市町村代表 

※部会長は、検討課題の内容により、部会員の中から必要メンバーを選んで部会を開

催する。また、必要に応じ関係者を参加させることができる。 

 


